
くらちふれあいまちづくり協議会会則 

 

（目的） 

第１条 本会は、私たちが住む倉知の課題を解決し、より魅力のある地域づくりを推進するため、

住民及び団体相互の連携・協力体制を一層緊密にし、安心して生きがいのある生活を営む

ことができるまちづくりを目的とする。 

 

（名称） 

第２条 本会は、くらちふれあいまちづくり協議会と称する。 

 

（事務所） 

第３条 本会の事務所は、関市倉知ふれあいセンター（以下「センター」という。）に置く。 

 

（事業） 

第４条 本会は、第１条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（１） 地域住民相互の交流、親睦、情報交換等を通した、住みよいまちづくりに関するこ

と。 

（２） 防犯、防災、交通安全に関すること。 

（３） 地域福祉の推進、充実に関すること。 

（４） 文化、スポーツ、生涯学習の振興に関すること。 

（５） 子どもの健全育成、高齢者の生きがいづくりに関すること。 

（６） 環境保全、環境美化に関すること。 

（７） センターの管理、運営に関すること。 

（８） その他、目的を達成するために必要なこと。 

 

（組織） 

第５条 本会は、倉知地域に居住する住民並びに各種組織・団体をもって構成する。 

２ 本会の役員及び部会員を総称して委員という。 

 

（役員） 

第６条 本会に次の役員を置く。 

（１） 会長   １名 

（２） 副会長  ５名以内 

（３） 部会長  ５名以内 

（４） 事務局長 １名 

（５） 監事   ２名 

２ 会長及び副会長は、事務局長を兼ねることができる。 

 

 



（役員の選任） 

第７条 役員は、総会において選任する。ただし、あらかじめ企画運営委員会において、役員候補

者を選考することができる。 

 

（役員の任務） 

第８条 役員の任務は、次のとおりとする。 

（１） 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。 

（２） 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは又は会長が欠けたときは、その職

務を代行する。 

（３） 部会長は、部会を代表し、その業務を総括する。 

（４） 事務局長は、本会の庶務及び会計に係る事務を総括する。 

（５） 監事は、本会の会計、資産及び事業を監査する。 

 

（役員の任期） 

第９条 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 欠員により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけ

ればならない。 

 

（顧問） 

第 10条 本会に、顧問を置くことができる。 

２ 顧問は会長が委嘱する。 

 

（職員） 

第 11条 本会に職員を置くことができる。 

２ 職員は、事務局長を補佐し、本会の庶務及び会計に係る事務を処理する。 

３ 職員は、会長が任免する。 

 

（会議） 

第 12条 本会に、次の会議を置く。 

（１） 総会 

（２） 企画運営委員会 

（３） 部会 

 

（総会） 

第 13条 本会の総会は、定期総会及び臨時総会とし、委員をもって構成する。 

２ 定期総会は年度当初、臨時総会は必要に応じて開催し、会長がこれを招集する。 

３ 総会は次の事項について審議し、議決する。 

（１） 事業報告及び収支決算 

      （２） 役員の選任及び解任 



      （３） 事業計画及び収支予算 

（４） 会則の制定及び改正 

（５） センターの利用要領の制定及び改廃 

（６） その他、本会の運営に関する重要事項 

４ 総会の議長は、その総会において、出席した委員の中から選出する。 

５ 総会は、委員の過半数の出席により成立する。ただし、委任状を提出した委員は出席者と

みなす。 

６ 総会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決すると

ころによる。 

 

（企画運営委員会） 

第 14条  企画運営委員会は、役員（監事を除く。）をもって構成する。 

２ 企画運営委員会は、次に掲げる事項について審議し、議決する。 

（１） 総会に付議すべき事項 

（２） 総会で議決した事項の執行に関する事項 

（３） 各部会の活動内容及び協力体制の確認等に関する事項 

（４） その他、総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 

３ 企画運営委員会は、月１回定例会議を開催し、議長は、会長がこれにあたる。その他、必

要に応じて臨時会議を開催することができる。 

４ 企画運営委員会の会議は、役員（監事を除く。）の３分の２以上の出席により成立する。 

５ 企画運営委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決す

るところによる。 

６ 部会長は、企画運営委員会の会議に出席できないときは、副部会長を代理として当該会

議に出席させることができる。 

 

（部会） 

第 15条 本会に、目的を達成するために次の部会を置く。 

（１） 広報部会 

（２） 交流部会 

（３） 健康スポーツ部会 

（４） 福祉子育て部会 

（５） 安全部会 

２ 各部会は、部会の運営に資する個人及び各種組織、各種団体から選任された代表者で構

成する。 

３ 各部会に、部会長及び副部会長を置き、副部会長は部会長が指名する。 

４ 部会長は、部会を代表し、その活動を総括する。 

５ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは又は部会長が欠けたときは、その

職務を代行する。 

６ 部会は、他の部会、関係機関及び関係団体と連携し、部会の所管する事業を推進する。 

 



 

（資産） 

第 16条 本会の資産は、市の助成金、寄付金、事業収入及びその他の収入をもって構成する。 

 

（事業年度） 

第 17条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

（事業計画及び予算） 

第 18 条 本会の事業計画及び予算は、各部会及び事務局において検討し、企画運営委員会の承認

を得て会長が作成し、総会の議決を経なければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、

会長は、総会において予算が議決されるまでの間は、前年度の予算を基準として収入支

出をすることができる。 

 

（事業報告及び決算） 

第 18 条 本会の事業報告及び収支決算書は、事業終了後、速やかに会長が作成し、監事の監査を

受け、総会の議決を経なければならない。 

 

（会則の改正） 

第 20 条 本会の会則を改正するときは、総会において出席した委員の３分の２以上の賛成による

議決を経なければならない。 

 

（細則） 

第 21 条 この会則の施行について、必要な細則は、企画運営委員会の議決を経て、会長がこれを

定める。 

 

附 則 

１ この会則は、平成２８年４月２４日から施行する。 

２ 倉知ふれあいのまちづくり推進委員会会則（平成５年６月２９日施行）を廃止する。 

附 則 

 この会則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この会則は、令和３年４月１日から施行する。 

   附則 

 この会則は、令和４年４月１日から施行する。 

   附則 

 この会則は、令和５年４月１日から施行する。 

   附則 

 この会則は、令和６年４月１日から施行する。 


